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　竜巻は、発達した積乱雲に伴

う強い上昇気流によって発生す

る渦巻き状の激しい突風です。

直径は数十メートルから数百メ

ートルで、非常に速いスピード

で数キロメートルに渡って移動

するため、短時間で甚大な被害

をもたらすことがあります。

　気象庁では、竜巻などによる

激しい突風が予測されるときに

「竜巻注意情報」を発表して注

意を呼びかけています。「竜巻

注意情報」が発表されたら、空

の様子に注意し、雷や大粒の雨、

ひやっとした風が吹き出すなど

の変化が感じられた場合は、身

の安全の確保に努めてください。

問合先　大阪管区気象台予報課

　☎０６(６９４９)６３０３

　時効で納めることができなかった国民年金

保険料を過去５年分まで納めることができる

後納制度が、９月28日㈮で終了します。納め

る保険料は、当時の保険料額に一定の金額を

加算した額になります。

　後納制度を利用する場合、「国民年金後納

保険料納付申込書」の提出が必要です。提出

後に納付書を交付しますので、早めに手続き

をお願いします。

※老齢基礎年金を受給している人や満額を受

給できる人は利用不可

納付期限　９月30日㈰

◆追納制度をご利用ください

　追納制度では、免除や納付猶予などの承認

を受けた期間の過去10年分まで納めることが

できます。追納制度を利用する場合は「国民

年金保険料追納申込書」の提出が必要です。

※経過期間に応じて加算額が上乗せされる場

合あり

◆10年以上の期間があれば年金受給資格を

取得

　年金の受給資格は、保険料を納付した期間

や保険料の免除が承認された期間などを合算

して10年以上あれば取得できます。

※詳しくは問い合わせ

申込・問合先　守口年金事務所国民年金課

　☎０６(６９９２)３０３１

　「こども110番の家運動」とは、子どもたちがトラ

ブルに巻き込まれそうになったとき、助けを求めてか

け込むことができるように、地域の協力家庭（店、事

業所などを含む）が目印となる旗やタペストリーなど

を掲げて被害を最小限に止

めようとする運動です。

　市では、旗などを無償で

配付しています。玄関先に

掲げるだけでも防犯に効果

的です。皆さんのご協力を

お待ちしています。

配付物　旗、タペストリー、

リーフレット

申込方法　直接

申込・問合先

　社会教育課

　☎０６(６９０２)７１３９

８月31日㈮納付期限 市・府民税第２期、国民健康保険料第３期、後期高齢者医療保険料第２期（普通徴収）

門
真
市
国
民
保
護
計
画
を
修
正

　

国
民
保
護
計
画
と
は
、
武
力
攻
撃

な
ど
か
ら
住
民
な
ど
の
生
命
・
身
体

・
財
産
を
保
護
し
、
住
民
生
活
や
住

民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な

る
よ
う
、
住
民
の
避
難
や
救
援
な
ど

の
国
民
保
護
措
置
な
ど
を
的
確
、
迅

速
に
実
施
す
る
た
め
に
あ
ら
か
じ
め

策
定
す
る
計
画
で
す
。

　

市
で
は
、
国
民
の
保
護
に
関
す
る

基
本
指
針
や
府
国
民
保
護
計
画
の
修

正
を
は
じ
め
と
す
る
上
位
計
画
へ
の

対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
現
行
の
「
門

真
市
国
民
保
護
計
画
」
を
修
正
し
ま

し
た
。

閲
覧
場
所　

危
機
管
理
課
、
市
情
報

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
別
館
１
階
）
、

図
書
館
本
館
・
分
館
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど

こ
の
夏
、
無
料
体
験
型
施
設
で

防
災
・
減
災
を
学
び
ま
せ
ん
か

　

府
内
に
は
、
地
震
や
火
災
、
津
波

な
ど
を
体
験
し
な
が
ら
学
べ
る
施
設

が
あ
り
ま
す
。

　

日
ご
ろ
か
ら
災
害
や
防
災
に
対
す

る
準
備
や
心
構
え
を
勉
強
し
「
自
助

」
の
意
識
を
高
め
て
お
く
こ
と
は
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
命
を
守
る
た
め

の
大
き
な
パ
ワ
ー
と
な
り
ま
す
。

　

災
害
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
起
こ
る

か
予
想
で
き
ま
せ
ん
。
災
害
が
起
き

た
と
き
に
慌
て
な
い
よ
う
に
、
自
主

防
災
組
織
や
自
治
会
、
家
族
の
皆
さ

ん
と
一
緒
に
施
設
で
学
ん
で
み
て
は

い
か
が
で
す
か
。

◆
津
波
・
高
潮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

（
大
阪
市
西
区
江
之
子
島
２
︲
１

︲
64
）

　

☎
０
６
（
６
５
４
１
）
７
７
９
９

開
館
時
間　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

休
館
日　

火
曜
日
な
ど

※
祝
日
の
場
合
は
翌
日

◆
大
阪
市
立
阿
倍
野
防
災
セ
ン
タ
ー

　

（
大
阪
市
阿
倍
野
区
阿
倍
野
筋
３

︲
13
︲
23
）

　

☎
０
６
（
６
６
４
３
）
１
０
３
１

開
館
時
間　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

休
館
日

　

水
曜
日
、
毎
月
最
終
木
曜
日
な
ど

※
祝
日
の
場
合
は
翌
日

◆
東
大
阪
市
消
防
局
防
災
学
習
セ
ン

タ
ー

　

（
東
大
阪
市
稲
葉
１
︲
１
︲
９
）

　

☎
０
７
２
（
９
６
６
）
９
９
９
８

開
館
時
間

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

休
館
日　

月
曜
日
な
ど

※
祝
日
の
場
合
は
翌
日

※
詳
し
く
は
各
施
設
に
問
い
合
わ
せ

８
月
13
日
㈪
～
15
日
㈬
は

学
校
閉
庁
日

　

教
職
員
の
休
暇
取
得
促
進
を
図
る

た
め
、
市
立
小
・
中
学
校
の
閉
庁
日

を
設
け
ま
す
。
転
出
・
入
の
手
続
き

や
学
校
へ
の
相
談
、
問
い
合
わ
せ
な

ど
は
、
こ
の
期
間
外
に
お
願
い
し
ま

す
。
緊
急
時
の
連
絡
は
学
校
教
育
課

へ
お
願
い
し
ま
す
。

※
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
通
常
ど
お

り
開
設

問
合
先　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
７
１
０
７

進
路
選
択
支
援
事
業

　

専
門
相
談
員
が
進
路
選
択
や
奨
学

金
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
日
時　

原
則
、
月
・
水
曜
日

　

午
後
０
時
50
分
～
４
時
50
分

と
こ
ろ　

学
校
教
育
課

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話

申
込
・
問
合
先　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
７
０
４
２

守
も

り

口
ぐ

ち

市し

立
り

つ

さ
つ
き
学

が

く

園
え

ん

夜や

間
か

ん

学
が

っ

級
き
ゅ
う

生
せ

い

徒と

を
募ぼ

集
し
ゅ
う

　

夜や

間か
ん

学が
っ

級
き
ゅ
う

は
、
い
ろ
い
ろ
な
事じ

情
じ
ょ
う

で
小

し
ょ
う

・
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

を
卒そ

つ

業
ぎ
ょ
う

で
き
な
か
っ

た
人ひ

と

が
夜よ

る

に
学ま

な

ぶ
と
こ
ろ
で
す
。

対た
い

象
し
ょ
う　

府ふ

在ざ
い

住
じ
ゅ
う

で
、
義ぎ

務む

教
き
ょ
う

育い
く

の
年ね

ん

齢れ
い

を
超こ

え
て
い
る
、
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

を
卒そ

つ

業
ぎ
ょ
う

し
て
い
な
い
人ひ

と

※
外が

い

国こ
く

籍せ
き

の
人ひ

と

も
入

に
ゅ
う

学が
く

可か

※
小

し
ょ
う

・
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

で
十

じ
ゅ
う

分ぶ
ん

に
教

き
ょ
う

育い
く

を
受う

け
ら
れ
ず
に
卒そ

つ

業
ぎ
ょ
う

し
た
人ひ

と

も
相そ

う

談だ
ん

可か

と
こ
ろ　

守も
り

口ぐ
ち

市し

立り
つ

さ
つ
き
学が

く

園え
ん

（

守も
り

口ぐ
ち

市し

春か
す

日が

町
ち
ょ
う

13
︲
26
）

授じ
ゅ

業
ぎ
ょ
う

料
り
ょ
う　

無む

料
り
ょ
う

申
も
う
し

込こ
み

期き

間か
ん　

８
月が

つ

27
日に

ち

㈪げ
つ

～
９
月が

つ

10

日か

㈪げ
つ

の
平へ

い

日じ
つ

申
も
う
し

込こ
み

・
問と

い

合
あ
わ
せ

先さ
き

　

守も
り

口ぐ
ち

市し

立り
つ

さ
つ
き
学が

く

園え
ん

夜や

間か
ん

学が
っ

級
き
ゅ
う

　

☎
０
６
（
６
９
９
１
）
０
６
３
７

中
学
校
卒
業
程
度

認
定
試
験

　

中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る

か
ど
う
か
を
認
定
す
る
た
め
に
国
が

行
う
試
験
で
す
。
合
格
し
た
人
は
高

校
へ
入
学
す
る
資
格
が
得
ら
れ
ま
す
。

対
象

①
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
る
人

ま
た
は
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で

あ
っ
た
人
で
、
31
年
３
月
31
日
ま

で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
人

②
保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の
猶

予
ま
た
は
免
除
を
受
け
ず
、
か
つ
、

31
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
に

達
す
る
人
で
、
そ
の
年
度
の
終
わ

り
ま
で
に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な

い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
文

部
科
学
大
臣
が
認
め
た
人

③
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
16
歳
以

上
に
な
る
人

※
①
④
に
当
て
は
ま
る
人
を
除
く

④
日
本
の
国
籍
を
有
さ
ず
、
31
年
３

月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な

る
人

と
き　

10
月
25
日
㈭

と
こ
ろ　

府
立
労
働
セ
ン
タ
ー

試
験
科
目

　

国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
外

国
語
（
英
語
）

受
験
案
内
配
付
場
所

　

学
校
教
育
課

申
込
期
間

　

８
月
20
日
㈪
～
９
月
７
日
㈮
（
消

印
有
効
）

問
合
先

　

府
小
中
学
校
課

　

☎
０
６
（
６
９
４
４
）
９
３
７
０

市役所の日曜相談窓口

相談内容 とき
持ち物・

業務内容など
相談・問合先

マイナンバー

８月12日㈰

午前９時～

正午

業 務内容　通知カ

ード・個人番号

カードの交付、

マイナンバーに

関する相談

市民課

☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

８月26日㈰

午前10時～

午後３時

持 ち物　年金手帳

、印鑑など

※ 離職した人、同

世帯の代理人の

申請時は別途必

要書類あり

市民課

☎０６(６９０２)６００５

市税納付
※ 証明書の発行な

どは不可

納税課

☎０６(６９０２)５９３５

国民健康保険

料・後期高齢

者医療保険料

納付

※ 南部市民センタ

ーでも受付可。

ただし、納付書

・保険証の発行

は不可のため後

日郵送

保険収納課

☎０６(６９０２)５９３９

Ｊ
ア
ラ
ー
ト

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

　

地
震
な
ど
の
災
害
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
発
生
時
に
お
け
る
情
報
伝
達
体

制
に
万
全
を
期
す
た
め
実
施
さ
れ
ま

す
。

　

当
日
は
、
市
内
50
カ
所
に
設
置
し

て
い
る
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
一
斉
に
音

声
が
流
れ
ま
す
。
こ
の
試
験
は
全
国

一
斉
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
の
で
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

と
き　

８
月
29
日
㈬
午
前
11
時
頃

放
送
内
容

　

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

　

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
」
（
３
回
繰
り
返
し
）

　

下
り
チ
ャ
イ
ム
音

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

旗などの物品を無償で配付

８月は「こども110番月間」

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練

　

９
月
５
日
㈬
に
大
阪
８
８
０
万
人

訓
練
が
実
施
さ
れ
、
訓
練
用
の
緊
急

速
報
メ
ー
ル
・
エ
リ
ア
メ
ー
ル
が
府

・
市
か
ら
皆
さ
ん
の
携
帯
電
話
（
対

応
機
種
の
み
）
に
発
信
さ
れ
ま
す
。

発
信
時
間

　

午
前
11
時
３
分
、
午
前
11
時
17
分

※
メ
ー
ル
の
文
面
な
ど
詳
し
く
は
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練
実

行
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
６
（
６
９
４
１
）
０
３
５
１

試
験
・
訓
練
を
実
施

９
月
５
日
水

８
月
29
日
水

過去５年間に納め忘れた
国民年金保険料はありませんか

後納申込は９月28日㈮まで

竜巻から身を守るため
竜巻注意情報を活用ください

教

育

防

災

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！
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